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診療報酬改定の結果の検証について  

○ 診療報酬改定については、その結果の検証を行い、これをその後の診療報酬改定   

に係る議森に繋げていくことが求められており、中央社会保険医療協議会に「診療   

報酬改定結果検証部会」を設置し、検証作業を行っているところ一。  

○ 平成20年度診療報酬改定については、医療を巡る様々な課題等に対応すべく、   

① 緊急課題として産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減策を推進し  

たほか、  

② 後発医薬品の使用促進等の適正化策を溝ずるなど、メリハリをつけた改定を行  

ったところ。  

③ また、後期高齢者については、長寿を迎えられた方が、出来るだけ自立した生  

活を送ることができるよう、「生活を支える医療」が提供できる診療報酬体系を  

創設したところ。  

○ このうち、平成20年度に検証を行う項目については、平成20年7月の中医協   

の検証部会において決定されたところであり、具体的には、以下の5項目について  

検証することとされたところ。  

① 病院勤務医の負担軽減の実態調査  

② 外来管理加罪の意義付けの見直しの影響調査  

③ 後発医薬品の使用状況調査  

④ 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1  

（後期高齢者診療科の算定状況に係る調査）  

⑤ 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  

（後期高齢者終末期相談支援料に係る調査）  

＝   



1病院勤務医の負担軽減の実態調査  

○ 施設基準の届け出状況  

図表2 施設基準の届出状況（n＝516）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

入院時医学管理加算  

医師事務作業補助体制加算  

ハイリスク分娩管理加算  

■届出をしている  

切届出をしていない  

口現在は届出なし、今後届出を行う  

ロ無回答  

○ 病院勤務医の負担軽減策の実施状況  

図表37 負担軽減策の取組み状況（施設，n＝516）  

09も  20†も  409も  60％  809も  

医師・著述師等の  
業務分担  

医師事務作畢ノ▲  
補助体制   

短時間正規雇用の   
医師の活用  

連続当直を行わない  
勤務シフト  

当直後の通常勤務  
に係る配慮  

■取り組んでいる  

四計画にない  

ロ無回答  

日計画にあるが、取り組んでいない  

田その他   



○ 各診療科における医師の勤務状況の変化  

図表128各診療科における医師の勤務状況の変化（医師責任者）  

1年前と比較して  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全休1  
（∩＝2，389）  

内科  
（n＝508）  

精神科  
（∩＝58）  

小児科  
（n＝214）  

外科  
（∩＝305）  

脳神経外科  
（n＝160）  

整形外科  
（n＝245）   

産科・産婦人科   
（n＝226）  

救急科  
（n＝43）  

その他  
（∩＝628）  

■改善した  

田変わらない  

日悪化した  

田どちらかというと改善した  

臼どちらかというと悪化した  

□その他等   



○ 取り組んでいる勤務医負担軽減策の効果  

図表140取り組んでいる勤務負担軽減策の効果（医師責任者）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

医師実務者講師  
コメディカルヘの移転  

（∩＝693）  

医師事務作業補助者の■・   

配置  

（∩＝1204）  

常勤医師の増員   
（∩＝555）  

非常勤医師の増良・■  
（∩＝428）  

短時間勤務の軍人  

（∩＝114）  

連続当直を行わない   

勤務シフト体制ミ  
（n＝389）  

当直翌日の残基なしの  

配慮  
（∩＝453）  

当直翌日の仮眠をとれる  

体制  
（∩＝246）  

外来診療時間の短縮  
（∩＝254）  

四効果があった  

巴どちらともいえない  

日効果がなかった  

ロどちらかといえば効果があった  

包どちらかといえば効果がなかった  

□無回答   

4  



○ 業務分担の効果  

図表163 業務分担の進捗状況（医師責任者・医師）  
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図表164 実施している業務分担の効果（医師責任者・医師）  

～（D静脈注射及び留置針によるルート確保～  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

医師責任者  
（n＝430）   

■効果があった  臼どちらかといえば効果があった  

田どちらともいえない  臼どちらかといえば効果がなかった  

臼効果がなかった  □無回答  



図表166実施している業務分担の効果（僅師責任者・医師）  

～③診断書、診療録・処方せんの記載の補助～  

0％ 10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

医師責任者  
（n＝753）   

医師．ノ  
（n＝1244）・．．  

■効果があった  

臼どちらともいえない  

白効果がなかった  

ロどちらかといえば効果があった  

田どちらかといえば効果がなかった  

□無回答  

図表168 実施している業務分担の効果（医師責任者・医師）  

～④主治医意見書の記載の補助～  

0％  20％  40％  60％  80う乙  100％  

医師責任者  
（∩＝561）   

医師さ  
（∩＝898）  

q効果があった  

臼どちらともいえない  

ヨ効果がなかった  

□どちらかといえば効果があった  

田どちらかといえば効果がなかった  

ロ無回答   



○検証部会としての評価（概要）  

調李鍔臭が示すように、聯  

病院勤務医の負担軽減は診療報酬の設定のみで解決できるものではないが、  

効果が認めら嘩忙  

董lノ、ても、病院勤務医の負畢軽卿  

特に施設における病院勤務医の負担軽減策の取り組みの有無で、入院・外来  

診療に係る医師の業務負担には大きな差違は認められないが、実際に負担軽  

減策の一環として業務分担を進めている項目について卿十  

卵貫己載の補助」、「主婦医夢見  

董の記郵の補助」等ある程度の効果が認められるものもぁる。特に、後者の二つ  

は多くの医師が負担だと感じている業務であり、それだけに業務分担の効果が  

大きく表れたと思われる。今後も御輿討が必要だと考えら  

卿、さ  

叫：受け止める傾向がある嘩勢果的な方策を嘩亭寸する必要があ  

る。  

㌧「入院時医学管理加算」については、平成20年7月1日現在の施設基準の届  

出数が88施設と少ないことが指摘される。病院勤務厚の負担軽減に繋力緩速主  

に聯  

■ 勤務医負担軽減卿  

低く、施設を挙げての体系的な取り組みが求められる。   



2 外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査  

○ 外来管理加算の算定状況  

図表21外来管理加算の算定状況等（平成20年10月末現在）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

病院（n＝486）  

診療所（n＝585）  

田平成20年3月以前から算定なし   皿算定している   

田平成20年3月以前は有り、現在なし  



○ 外来管理加算の意義付けの見直しによる影響   

図表31外来管理加算の意義付けの見直しによる影響  

「（2）患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった」  

（病院、診療所）  

0％  20，i  401  60％  80％  100％  

中大いにあてはまる  田ややあてはまる   臼どちらともいえない  

田あまりあてはまらない由全くあてはまらない ロ無回答  

図表68 平成20年4月以降の診察内容の変化  

「症状・状態についての医師からの説明」（患者）  

20％  40％  60％  80％  100％   

全体  

（n＝988）  

罪定あり  
（∩＝602）  

算定なし  

（n＝386）  

山3月以前よりもわかりやすい  田3月以前と変わらずわかりやすい  

巴3月以前と変わらずわかりにくい 国3月以前よりもわかりにくい  

□無回答   



○ 望ましい「懇切丁寧な説明」の実施頻度  

図表52 望ましい「懇切丁寧な説明」の内容（病院・診療所）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

病院（∩＝469）  

診療所（n＝514）   

ガ毎回実施するべき  

田患者が求めた時に実施するべき  

口無回答  

口走期的に実施するべき  

臼項目毎に異なる頻度で実施するべき  

図表107「懇切丁寧な説明」についての要望（患者）  

0％  20％  40％  60％  80？も  100％  

全体  

（n＝1933）  

算定あり  
（∩＝1100）  

算定なし  

（∩＝833）  

日通院毎に一部項目  

国定期的に一部項目  

口症状変化があったときのみ一部項目  

田自分が求めたときだけ一部項目  

□無回答  

恥通院毎に全項目  

訟定期的に全項目   

冒症状変化があったときのみ全項目  

田自分が求めたときだけ全項目   

囚その他  

※「懇切丁寧な説明」の項目  

問診、身体診察、症状・状態についての説明、治療方針についての説明、生活上の注意や指導、  

処方薬についての説明、悩みや不安■疑問への対応、その他  

10   



○ 時間の目安について  

図表93外来管理加算の時間の目安についての考え（患者）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％   

全体  
（n＝1933）  

算定あり  
（n＝1100）  

算定なし  

（n＝833）  

即時間の目安は必要だ  日時間の目安は必要でない  □無回答  

11   



○ 検証部会としての評価（概要）  

病院、診療所における診療内容等について変化が見られたのは2～3割であり、  

一方で辱者への調査では、総嘩ことが  

伺える。  

病院・診療所への調査で変化が見られた選択肢のうち「患者に説明をより分かり  

やすく、丁寧に行うようになった」について「あてはまる」という回答が他の診療内  

容等に関する選択肢と比較してやや多い点については、厚師の意識面で患考にと  

って望ましい変化が見られたことが伺える。  

算定要件において、望ましい「懇切丁寧な説明」の内容が具体的に例示されてい  

るが、今後の議論の際には、医療側、患者側ともに、「全項目1こつし＼て、診療旦塵  

度、懇切丁寧な説明を毎回実施する」ことを10明ことを踏ま  

えるべきである。  

時間の目安について、患者の3割強が「時間の目安は必要だ」と回答したのに対  

患者は全体的  し、6割弱が「時間の目安は必要でない」と回答した点については、   

には時間よりも内容や質を重視していることの現れであると見受けられる。  

12   



3 後発医薬品の使用状況調査  

○ 保険薬局調査の結果概要  

図表19 すべての処方せんにおける、「後発医薬品への変更不可」欄の  

処方医の署名等の有無（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

図表20「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん  

．（n＝318，896）における、後発医薬品への変更状況  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

変更可の処方1   

（n＝318，896）  

■＝品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した   

田後発医薬品に変更しなかった   

田処方せんに記載されたすべての銘柄について、後発医薬品が薬価収載さ   
れていないために、後発医薬品に変更しなかった  

蟄患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品に変更しなかった  

3
 
 
 



全体  
（∩＝944）  

皿特にこだわりはない  ロ積極的に調剤するようにしている  

田薬効により調斉けるようにしている 団あまり積極的には取り組んでいない  

口無回答  

図表47 後発医薬品の説明一調剤にあまり積極的に取り組まない理由  

（複数回答、n＝316）  

0％  20％  4叩  60％  80％   100％  

品字引こ疑問がある  
ため  

効果に疑問がある  
ため  

副作用に不安がある  

ため   

安定供給体制が不備で  

あるため   

瞞朝提供が不備である  
ため  

患者への普及啓発が  

不足なため   

薬局に経済的な便益が  

ないため   

近隣医療椒朋が使用に・  

消極的なため  

その他  

無回答  

14   



○ 診療所・病院・医師調査の結果概要  

図表79 「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験の有無  

（医師ベース）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％ 90％ 100％  

図表80 院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」欄に署名した  

処方せんの割合（医師ベース）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

皿10％未満  BlO％以上～30％未満 巴30％以上～50％未満  

盟50％以上～70％未満 白70％以上～90％未満 ロ90％以上  

口無回答  

15   



図表81「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由  

（医師ベース、複数回答）  

0．0  10．0  20．0  30．0  40．0  50．0  60．0   

患者から強い要望が  
あったから  

品質が不安だから  

メーカの供給体制が  
不安だから   

情報提供体制が不安  

だから   

剤形が患者に適して  
いないから   

薬局での備蓄が不安  
だから  

効果や副作用の違いを  
経験したから   

治療域のせまい薬剤  
だから  

先発医薬品を長く使用し  
信頼   

使用医薬品の銘柄を  
指定されている  

診療矧二記赦するのが  

面倒だから   

どのような薬剤に調剤  

されるか心配   

薬剤料が安くならない  

から  

特に理由はない  

その他  

無回答  

16   



○・患者調査の結果概要  

図表104 後発医薬品の認知状況（男女別）  

全体ミノ  

（n＝1717）t・  

男性  
（n＝807）  

女性  
（n＝898）  

叶知っている 田名前は聞いたことがある・臼知らない ロ無回答  

図表125 後発医薬品使用に対する考え方（後発医薬品の使用経験別）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体   
（n＝1717）   

使用経験ありご・・●   

（n＝862）   

使用経験なし   
（n＝796）  

L  

■できれば後発医薬品を使いたい  口できれば先発医薬品を使いたい  

臼後発・先発医薬品にはこだわらない 由わからない  

ロ無回答  
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図表130 後発医薬品を使用するにあたって必要なこと   

（複数回答、後発医薬品の使用経験の有無別）  

0・0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％  100＿0％  

効果があること  

使用感がよいこと  

副作用の不安が少ないこと  

窓口で支払う薬代が安くなること  

医師のすすめがあること  

薬剤師のすすめがあること  

不安を相談できるところがあること  

正確な情報が容易に入手できること  

その他  

とくにない  

無回答  

18   



○ 検証部会としての評価（概要）  

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せんのうち、  

1品目でも先発医薬品を後発医薬品へ変更して調剤した処方せんの割合は  

6．1％であるなど、後発医薬品の使用卿。   

33．5％の薬局が後発医薬品調剤について「あまり積極的は由り組んでい  

ない」と回答し、その理由として「品質に疑問があるため」、「安定供給体  

制が不備であるため」という回答が多く、また「後発医薬品への変更不可」  

欄に署名した理由として、約5割の医師が「品質が不安だから」と回答する  

など、襲局も医療機岬  

あり、それを解消させる必要があると考えられる。   

医療機傑巨医飾についてみれば、一鰍坤左  

t＼との強い意思表示をしていることが見受けられる。   

他方、薬局についていえば、先発医薬品から後発医薬品への変更割合が  

未だ低いものと考えられる。薬局側が後発医薬品卿  

極的に取り組まない原因を、更に踏み込んで究明する必要がある。   

患者側に目を簸じる七、後発医薬品使用に対する考え方において、「使  

用経験あり」の患者の「できれば後発品を使いたい」という割合が高いこ  

とから、実際の利用力嘩ると考  

えられる。   

また、後発医薬品を使用するにあたって必要なこととして、「効果があ  

ること」、「副作用の不安が少ないこと」といった回答の割合が高いことか  

ら、更なる後発医薬品の信頼性の向上に努めるべきである。  
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4 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1  

（後期高齢者診療料の算定状況に係る調査）  

○ 後期高齢者診療料の算定状況  

図表卜6 後期高齢者診療料の算定状況  

！ii制服椰l  i ‖‖il  M  紺        ；－棚■ii■  Ⅷ  l’－… －l－Ⅲ！  服甜  

附                                ！豊富望  酬  きぎざ…ききき吉富妄ぎき  ！ f  ＋士善言三幸亨 lI！       脚l    附棚妄言一妻妾妄董卓i  淵l亭 州ぎ妄圭      皿  泣打脚跳  朋桃山柑    此  皿  l】l粧醐岬   矧    ．  神 II 淵l  l‡tl●！  算定状況  
（N＝1，102）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

□算定あり  ロ算定なし  

○ 後期高齢者診療料を1人も算定していない理由  

図表卜30後期高齢者診療料を1人も算定していない理由（医療機関）  

（N＝972）  0％  50％  

01患者が後州高齢者診療料を唖糾することがノ＿・   
因州lなため   

02患者・家族から挽糊高齢者診硝料の策定に   
ついて同意を得ることが困勅なため  

03他の医偵雌附との肌鰹が困拙なため  

04患者に対する他の医棟唖醐への受給の肌艶が   
困拙なため   

05後期高齢者診環斜に係る鯵棟計画書や本日の   
診積内容の要点の作成が関拙なため   

06患者の服薬状況および薬剤服用歴を経婚約に   
管理することが困拙なため   

07後期高齢者の橋養を行うにつき必要な研修を   
受用する（させる）ことが函拙なため   

08患者に必要な移療を行う上で現行点数（600尉ノ■  
では医療ほ供コストをまかなうことが囲粧なため．．．  

09その他  
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○ 後期高齢者診療料の算定後のよかった点  

図表2－27 後期高齢者診療料の算定後のよかった点（患者）  

0．0％    10，0ヽ    20．0％    30．0≠    40．0！〈  
（N＝201）  

7、医師から受ける病状などの挟明がわかりやすくなっ転  

イ．治績方針など今後のことがわかりやすくなった  

っ．気になったことや悩みを相Ⅰ奥しやすくなった  

エ 安心して生活をおくれるようになった  

オ．匹輌や鵡川肺などに対する相川が深まった  

力．他の鏑快・鰐仙所に行った特、自分の状況を   
脱明しやすくなった  

キ その他  

ク．よかったと心うことはない  

○ 後期高齢者診療料の算定前後の診療等に対する満足度の変化  

図表2－33 後期高齢者診療料の算定前後の診療等に対する満足度の変化  

（患者）   

満足度  
（N＝203）  

0％   10％   20％   30％   40％   50！i  60％   70％   80％   90％  100％   

qとても満足   口満足   ■変わらない   ロ不満   ■とても不満  
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○ 検証部会としての評価（概要）  

後期亭齢者診療料の届出を行っている医療機関に対し調査を行った担ゝ塞凰三  

郷理由としては、患者が後期高齢者診療料を理解  

することが困難な点や患者・家族から後期高齢者診療料の算定について同意を得  

ることが困難な点、他の医療機関との調整が難しい点、あるいはコスト面での理由  

が指摘されており、今後の課題であると考える。  

†・患者調査において算定後の「よかった点」について、「医師から受ける病状などの  

の説明がわかりやすくなった」等だけでなく、「よかったと思うことはない」という割合  

も高く、塞くなったという受I†止めとそうでもない受け止めが混在してしもー方で  

満足度について、患者の711％が「変わらない」と回答し、「不満」「とても不満」と  

いう回答が少なかった。  

「部で懸念された受療制限等の患者の不利益は確認されなかったが、二万で墨  

患者に対するメリットも明確にはならな力、った。これは当該制度から生ずる患者の  

利益、不利益は一定期間継続された医師・患者関係の下で表れるという性格のも  

のであるため、制度発足から間もない時点での調査では限界があったのではない  

かと考えられる。  
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5 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  

（後期高齢者終末期相談支援料に係る調査）  

○ 終末期の治療方針等についての話し合いに関する意識（意識調査）  

図表3－9 終末期の治療方針等の話し合いの実施意向   

合計  
（N＝1．209）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％・100％  

ロ指し合いを行いたい  ロ話し合いを行いたくない  ■わからない  ロ無回答  

図表3－10 年齢階層別にみた終末期の治療方針等の話し合いの実施意向  

20－29歳  

（N＝119）  

30－39歳  

（N＝183）  

40－49歳  

（N＝197）  

50－59歳  

（N＝240）  

60－64歳  

（N＝118）  

6ヱト74歳  

（N＝243）  

75歳以上  

（N＝109）  

0．8％  

1．1％  

2．5％  

0．8％  

0．8％  

0．8％  

1．8％  

0％  10，も  20％  30％  4肌  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

日精し合いを行いたい  8話し合いを行いたくない  ロわからない  ロ無回答  
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○ 話し合い後の患者1家族の状況（事例調査、回答者は医療機関のスタッフ）  

図表2－10 話し合い後の患者本人の様子   

合 計  
（N＝2，420）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

ロ話し合ってよかった  臼どちらかといえば、話し合ってよかった  

鴨どちらかといえば、話し合わなければよかった ロ話し合わなければよかった  

ロわからない  日本人は話し合いに同席しなかった  

□不明  

図表2－11話し合い後の家族の様子  

0％   10％  20％  30％   40％   50，も   60％   70％   80％  90％ 100％  

ロ話し合ってよかった  ロどちらかといえば、言古し合ってよかった  

■どちらかといえば、話し合わなければよかった ロ話し合わなければよかった  

ロわからない  臼家族は言古し合いに同席しなかった  

ロ不明  

図表2－12 話し合いが患者・家族へもたらした影響＜複数回答＞  

事例数  

不安が軽減されたようだった  

患者にとってよりよい（自分らしい）決定に生かされたようだった  

医療提供者への信綿が深まったようだった  

患者と家族の間で思いが共有されたようだった  

家族の悲しみが深まったようだった  

迷いや混乱が生じたようだった  

医療提供者への不信感をもったようだった  

患者の元気がなくなったようだった  

その他  

特になし  

1．121件   

748件  

594件  

366件  

169件  

116件   

26件  

18件  

132件  

473件  

総 数  2，420件  100．0％   
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○終末期の治療方針等についての話し合い等に対する費用の支払いに関する意芸削意識調査）  

図表3－17公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることへの意識   

＿．＿．．＿‥．．．＿．＿… 

合 計  
（N＝1．209）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70†‘ 80％  90！i lOO％  

□好ましい  ロ好ましくない  ■どちらともいえない  田無回答  

図表3－18年齢階層別にみた公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることへの意識  

20－29歳  

（N＝119）  

30－39歳  

（N＝183）  

40－49歳  

（N＝197）  

50－59歳  

（N＝240）  

60－64歳  

（N＝118）  

65－74歳  

（N＝243）  

75歳以上  

（N＝109）  

4．6％  

2．1％  

0．8％  

3．3％  

1．0％  

2．2％  

0．8％  

0％   10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  9肌 100ワふ  

□好ましい  8好ましくない  ■どちらともいえない  0無回答  

図表3－19 後期高齢者終末期相談支援料における年齢区分に関する意識  

2か29♯  3か89■  耶卜柑▲  5か59鰻  抑制欄  65・7ヰ鐘  75此－  

（N＝412）  （N＝3ヰ）  （N＝48）  （N＝80）  （N＝81）  （N＝40）  （N＝86）  （N＝43）   

年齢区分は必要ない   69．2％  ニュ76．5％  79．2％  65．0％  71．6％  70．0％  72．1％  48．8％   
75慮以上という年齢区分が妥当   17．2％   2．9％  12．5％  21．舗  13．6％  15．0％  18．餓  32．6†l   

別の年齢区分を設けるべき   3．9％   8．8†も   4．2％   6．鍋   2．5％   5．0％   1．2％   2．3†i   

わからない   5．1％   8．8％   2．1％   2．5％   7．4％   7．5％   3．5％   7．0％   

（注：公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることは「好ましい」と回答した者に対する調査）  
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○ 検証部会としての評価（概要） 

■ 一般国民に対する意識調査においては、姪末期御製   

令が84．7％と高かったが、公的医療保険から医療機岬   
埋草雌   

ましいと答えた者の69．2％が、「年齢区分は必要掛パと答えていたことは注目に値する。  

話し合いへの参加について、事例調査において患者本人の参加がけ7％とさほど高くなく、遥と会  

合いの実際と一般国民の意識の違いカ馳  

実際に話し合いが患者や家族にもたらした影響として、「不畢が軽減された」tよりよし、決定lこ生カ、  

されたようだった」等のプラスの影響が比較的多く見られたことも指摘できる。  

平成20年7月より後期高齢者終末期相談支援料については凍結措置が講じられているが、一般  

般国民に対する意識調査において、卿こ  とl叫  
そのあり方については今後とも引き続き横言寸を行う必要がある。  
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